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　初夏の候、会員の皆さま方には益々ご清
祥のこととお慶び申し上げます。
　ここに、当金庫第33期（2023年度）の業
務内容を報告させていただくにあたり、平素
のご愛顧とご支援に対し、心より厚く御礼申
し上げます。
　昨年のわが国の経済は、コロナ禍からの
脱却が進み社会経済活動の正常化により
緩やかな回復が続いている一方で、地政学

リスクの増大、円安局面の長期化、世界の政治経済情勢がもたらす資源
や原材料の高騰によるインフレ、賃金上昇等、経済・物価を巡る不確実性
により、引き続き厳しい状況となりました。
　信用金庫の主要取引先である中小企業の多くは、そのような状況に加
え経営者の高齢化に伴う後継者問題および人手不足により依然として厳
しい経営環境に置かれているのが実情です。
　こうした中において、当金庫は取引事業先の資金繰り支援・伴走型支
援・DX推進支援などに全力で取組み事業継続を支援し、地域経済の回
復と持続的発展が可能な地域社会づくりが最重要課題と捉え、金融機能
の発揮と地域の課題解決に取組んでまいりました。
　2023年度、預金については、個人預金は物価高による家計貯蓄率の
低下や低金利環境の長期化により減少、法人預金はコロナ禍からの経済
活動再開の効果等で増加、預金全体では期首より25億円減少の2,163
億円となりました。貸出金については、個人貸出は前年比横這いで推移し
たものの、事業性貸出は積極的な融資に取組んだ結果増加し、貸出金全
体では期首より30億円増加の972億円となりました。
　一方、収益面においては、業務純益は321百万円を計上、経常利益は
310百万円を計上することができました。この結果、税引前当期純利益は
309百万円となり、法人税等を考慮した後の当期純利益は302百万円と
なりました。
　なお、自己資本比率は、11.15％となり、依然、国内基準の4％を大きく
上回っております。
　2024年度は新たに中期経営計画を策定いたしました。社会・経済の在
り方が急速に変容し、地域社会全体に影響が波及する時代の転換期に
おいて、当金庫は自己変革による変化への適応を図り、お客さまや地域社
会の新たな課題解決に貢献し、持続可能な地域社会の実現に取組むこ
ととしております。
　また、新たな中期経営計画に基づき策定した、2024年度事業計画を
着実に遂行することで、地域に根ざした協同組織金融機関として、地域密
着型金融の更なる強化を図り東山口信用金庫の存在価値を高め「地域
社会において信頼され、必要とされる金融機関であり続ける」ことを目指
します。
　役職員においても、お客さまからの信頼と信用に応えられる信用金庫
人として、社会的使命を果たしていく所存でございますので、引き続き、
「東山口信用金庫」に格別のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上
げ、ご挨拶といたします。

2024年6月19日

理事長　松原 正雄

経営理念

経営方針

行動指針

　協同組織による地域金融機関として、円滑なる金融サー
ビスにより、地域産業経済の発展と振興及び地域住民の生
活向上に寄与し、地域社会の繁栄に貢献します。

一、健全な経営を維持し、信用の保持に努めます。
一、信用金庫の独自性を発揮します。
一、人材を育成・活用し、新たな経営課題に挑戦します。
一、信頼され、愛される信用金庫を目指します。
一、協調と融和を旨とし、生き生きとした魅力ある職場を

実現します。

●当金庫の概要

一、誠意と真心をもって接します。
一、熱意と情熱をもってやりぬきます。
一、創意と工夫をもって取り組みます。
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会 員 数

店 舗

役 職 員 数

営 業 区 域

本 店 所 在 地

1991年4月1日

7億58百万円
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216,338
2,147

106,898
662
208

98,893
6,740
786

1,780
280
1,500
658
94
104
9
1
42
14
1

306
31
24
27
78
-

182
7
18
46
97
64

219,271

758
758

8,955
854
8,100
7,600
500
△0

9,713
△ 3,145

229
△ 2,916
6,797

（ 負 債 の 部 ）
預 金 積 金
 当 座 預 金
 普 通 預 金
 貯 蓄 預 金
 通 知 預 金
 定 期 預 金
 定 期 積 金
 そ の 他 の 預 金
借 用 金
 借 入 金
 当 座 借 越
そ の 他 負 債
 未 決 済 為 替 借
 未 払 費 用
 給 付 補 塡 備 金
 未 払 法 人 税 等
 前 受 収 益
 払 戻 未 済 金
 払 戻 未 済 持 分
 職 員 預 り 金
 リ ー ス 債 務
 資 産 除 去 債 務
 そ の 他 の 負 債
賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金
偶 発 損 失 引 当 金
繰 延 税 金 負 債
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債
債 務 保 証
負 債 の 部 合 計

（ 純 資 産 の 部 ）
出 資 金
 普 通 出 資 金
利 益 剰 余 金
 利 益 準 備 金
 その他利益剰余金
 特   別   積   立  金
 当期未処分剰余金
処 分 未 済 持 分
会 員 勘 定 合 計
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
土 地 再 評 価 差 額 金
評 価・換 算 差 額 等 合 計
純 資 産 の 部 合 計

負債及び純資産

負債及び純資産の部合計 226,068

科　　　目 金　　　額

（単位：百万円）

●記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表　2024年3月31日現在

（ 資 産 の 部 ）
現 金
預 け 金
買 入 金 銭 債 権
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
 国 債
 地 方 債
 社 債
 株 式
 そ の 他 の 証 券
貸 出 金
 割 引 手 形
 手 形 貸 付
 証 書 貸 付
 当 座 貸 越
そ の 他 資 産
 未 決 済 為 替 貸
 信 金中金出資金
 前 払 費 用
 未 収 収 益
 そ の 他 の 資 産
有 形 固 定 資 産
 建 物
 土 地
 リ ー ス 資 産
 建 設 仮 勘 定
 その他の有形固定資産
無 形 固 定 資 産
 ソ フ ト ウ エ ア
 その他の無形固定資産
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
債 務 保 証 見 返
貸 倒 引 当 金
 （うち個別貸倒引当金）

2,257
44,580
8,107

0
70,221
7,697
11,860
24,925

49
25,688
97,204

466
5,879
88,898
1,959
1,780

44
1,331
14
283
106

2,183
849
988
31
-

314
13
10
3

163
-

64
△ 509
△ 363
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1,780

44
1,331
14
283
106

2,183
849
988
31
-

314
13
10
3

163
-

64
△ 509
△ 363

資　　　産

資 産 の 部 合 計 226,068

科　　　目 金　　　額

（単位：百万円）

●記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。



2024年6月19日

損益計算書
科　　　目 金　　　額

（単位：千円）

●記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

経 常 収 益
 資 金 運 用 収 益
  貸 出 金 利 息
  預 け 金 利 息
  有価証券利息配当金
  そ の他の受入利息
 役 務 取 引 等 収 益
  受 入 為 替 手 数 料
  そ の他の役務収益
 そ の 他 業 務 収 益
  国債等債券売却益
  国 債等債券償還益
  金 融派生商品収益
  そ の他の業務収益
 そ の 他 経 常 収 益
  貸倒引当金戻入益
  償 却 債 権 取 立 益
  株 式 等 売 却 益
  金 銭の信託運用益
  その他の経常収益
経 常 費 用
 資 金 調 達 費 用
  預 金 利 息
  給付補塡備金繰入額
  借 用 金 利 息
  そ の他の支払利息
 役 務 取 引 等 費 用
  支 払 為 替 手 数 料
  そ の他の役務費用
 そ の 他 業 務 費 用
  国債等債券売却損
  国 債等債券償還損
  国 債 等 債 券 償 却
  金 融派生商品費用
  その他の業務費用
 経 費
  人 件 費
  物 件 費
  税 金
 そ の 他 経 常 費 用
  貸倒引当金繰入額
  貸 出 金 償 却
  株 式 等 売 却 損
  株 式 等 償 却
  金 銭の信託運用損
  そ の 他 資 産 償 却
  そ の他の経常費用
経 常 利 益
特 別 利 益
  固 定 資 産 処 分 益
  そ の他の特別利益
特 別 損 失
  固 定 資 産 処 分 損
  減 損 損 失
  そ の他の特別損失
税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益
繰 越 金（当 期 首 残 高）
当 期 未 処 分 剰 余 金

2,810,655
2,372,605
1,634,396
146,226
524,897
67,085

241,361
88,040
153,321
72,351
41,374

-
9,460
21,517

124,337
45,157
68,694

-
-

10,485
2,499,701
37,944
24,468
6,524
5,381
1,569

248,588
24,265
224,323
3,698
1,176

-
-
-

2,522
2,095,122
1,347,481
675,044
72,596

114,347
-

76,397
3,016

-
-

11,146
23,786

310,954
593
-

593
1,799
960
839
-

309,748
1,989
5,562
7,552

302,196
198,647
500,843

当 期 未 処 分 剰 余 金 500,843,363

剰余金処分
（単位：円）

これを次の通り処分いたします。

剰 余 金 処 分 額
 利 益 準 備 金
 出資に対する配当金
 特 別 積 立 金
繰 越 金（当 期 末 残 高）

315,164,587
-

15,164,587
300,000,000

185,678,776

（単位：円）

上記の通りであります。

●役員一覧　（2024年3月31日現在）●

常務理事

常勤理事

理事相談役

理 事

常勤監事

監 事

兼 森 哲 司

清 水 健 治

嶋 本 　 博

橋 本 勲 美

岡 　 秀 樹

岩 本 邦 男

常勤理事

常勤理事

理 事

監 事

三 田 浩 士

内 藤 利 彦

吉 弘 　 功

尾 﨑 陽 一

理 事 長　松原 正雄

※１　理事　橋本 勲美、吉弘 功は
　　　信用金庫業界の「総代会機能向上策等に関する業界申合せ」に
　　　基づく職員外理事です。
※２　監事　岩本 邦男、尾﨑 陽一は
　　　信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。



2024年6月19日

損益計算書
科　　　目 金　　　額

（単位：千円）

●記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

経 常 収 益
 資 金 運 用 収 益
  貸 出 金 利 息
  預 け 金 利 息
  有価証券利息配当金
  そ の他の受入利息
 役 務 取 引 等 収 益
  受 入 為 替 手 数 料
  そ の他の役務収益
 そ の 他 業 務 収 益
  国債等債券売却益
  国 債等債券償還益
  金 融派生商品収益
  そ の他の業務収益
 そ の 他 経 常 収 益
  貸倒引当金戻入益
  償 却 債 権 取 立 益
  株 式 等 売 却 益
  金 銭の信託運用益
  その他の経常収益
経 常 費 用
 資 金 調 達 費 用
  預 金 利 息
  給付補塡備金繰入額
  借 用 金 利 息
  そ の他の支払利息
 役 務 取 引 等 費 用
  支 払 為 替 手 数 料
  そ の他の役務費用
 そ の 他 業 務 費 用
  国債等債券売却損
  国 債等債券償還損
  国 債 等 債 券 償 却
  金 融派生商品費用
  その他の業務費用
 経 費
  人 件 費
  物 件 費
  税 金
 そ の 他 経 常 費 用
  貸倒引当金繰入額
  貸 出 金 償 却
  株 式 等 売 却 損
  株 式 等 償 却
  金 銭の信託運用損
  そ の 他 資 産 償 却
  そ の他の経常費用
経 常 利 益
特 別 利 益
  固 定 資 産 処 分 益
  そ の他の特別利益
特 別 損 失
  固 定 資 産 処 分 損
  減 損 損 失
  そ の他の特別損失
税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益
繰 越 金（当 期 首 残 高）
当 期 未 処 分 剰 余 金

2,810,655
2,372,605
1,634,396
146,226
524,897
67,085

241,361
88,040
153,321
72,351
41,374

-
9,460
21,517

124,337
45,157
68,694

-
-

10,485
2,499,701
37,944
24,468
6,524
5,381
1,569

248,588
24,265
224,323
3,698
1,176

-
-
-

2,522
2,095,122
1,347,481
675,044
72,596

114,347
-

76,397
3,016

-
-

11,146
23,786

310,954
593
-

593
1,799
960
839
-

309,748
1,989
5,562
7,552

302,196
198,647
500,843

当 期 未 処 分 剰 余 金 500,843,363

剰余金処分
（単位：円）

これを次の通り処分いたします。

剰 余 金 処 分 額
 利 益 準 備 金
 出資に対する配当金
 特 別 積 立 金
繰 越 金（当 期 末 残 高）

315,164,587
-

15,164,587
300,000,000

185,678,776

（単位：円）

上記の通りであります。

●役員一覧　（2024年3月31日現在）●

常務理事

常勤理事

理事相談役

理 事

常勤監事

監 事

兼 森 哲 司

清 水 健 治

嶋 本 　 博

橋 本 勲 美

岡 　 秀 樹

岩 本 邦 男

常勤理事

常勤理事

理 事

監 事

三 田 浩 士

内 藤 利 彦

吉 弘 　 功

尾 﨑 陽 一

理 事 長　松原 正雄

※１　理事　橋本 勲美、吉弘 功は
　　　信用金庫業界の「総代会機能向上策等に関する業界申合せ」に
　　　基づく職員外理事です。
※２　監事　岩本 邦男、尾﨑 陽一は
　　　信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。



＜計算書類等監査＞

監査意見
　当監査法人は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、東山口信用金庫
の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第33期事業年度の剰余金処分案を
除く計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び注記並びにその附属明細書
（以下、これらの監査の対象書類を「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国
において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、金庫から独立しており、また、監査人としてその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適正な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、業務報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、
その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載
内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま
れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う
ことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると
判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監事の責任
　経営者の責任は、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正
妥当と認められる会計の慣行に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類
等を作成する事が適切であるかどうかを評価し、信用金庫法及び同施行規則並び
に我が国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を

令和6年5月22日東山口信用金庫
　理事会　御中

有限責任 あずさ監査法人
広島事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士

監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に
不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、金庫は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国に
おいて一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠しているかどうかとともに、
関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
＜剰余金処分案に対する意見＞

剰余金処分案に対する監査意見　
　当監査法人は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、東山口信用金庫
の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第33期事業年度の剰余金処分案に
ついて監査を行った。
　当監査法人は、上記の剰余金処分案が法令及び定款に適合しているものと認める。
剰余金処分案に対する経営者及び監事の責任
　経営者の責任は、法令及び定款に適合した剰余金処分案を作成することにある。
　監事の責任は、剰余金処分案作成における理事の職務の執行を監視することに
ある。
剰余金処分案に対する監査における監査人の責任
　監査人の責任は、剰余金処分案が法令及び定款に適合して作成されているかに
ついて意見を表明することにある。
利害関係
　金庫と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以上



＜計算書類等監査＞

監査意見
　当監査法人は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、東山口信用金庫
の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第33期事業年度の剰余金処分案を
除く計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び注記並びにその附属明細書
（以下、これらの監査の対象書類を「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国
において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、金庫から独立しており、また、監査人としてその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適正な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、業務報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、
その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載
内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま
れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う
ことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると
判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監事の責任
　経営者の責任は、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正
妥当と認められる会計の慣行に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類
等を作成する事が適切であるかどうかを評価し、信用金庫法及び同施行規則並び
に我が国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を

令和6年5月22日東山口信用金庫
　理事会　御中
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広島事務所
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監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に
不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、金庫は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国に
おいて一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠しているかどうかとともに、
関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
＜剰余金処分案に対する意見＞

剰余金処分案に対する監査意見　
　当監査法人は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、東山口信用金庫
の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第33期事業年度の剰余金処分案に
ついて監査を行った。
　当監査法人は、上記の剰余金処分案が法令及び定款に適合しているものと認める。
剰余金処分案に対する経営者及び監事の責任
　経営者の責任は、法令及び定款に適合した剰余金処分案を作成することにある。
　監事の責任は、剰余金処分案作成における理事の職務の執行を監視することに
ある。
剰余金処分案に対する監査における監査人の責任
　監査人の責任は、剰余金処分案が法令及び定款に適合して作成されているかに
ついて意見を表明することにある。
利害関係
　金庫と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以上
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２０２４年６月吉日

会員各位

東山口信用金庫

理事長 松 原 正 雄

第３４期通常総代会決議のご報告

２０２４年６月１９日開催の当金庫第３４期通常総代会において

下記の通り決議されましたのでご報告申し上げます。

記

１．報告事項

・第３３期（２０２３年４月１日～２０２４年３月３１日

まで）業務報告、貸借対照表及び損益計算書の内容報告

の件

２．決議事項

○第一号議案 剰余金処分案承認の件

本案は原案のとおり承認可決されました。

○第二号議案 定款第１５条に基づく会員除名の件

本案は原案のとおり承認可決されました。

○第三号議案 理事８名選任の件

別添の各氏が選任され就任いたしました。

○第四号議案 退任理事に対し退職慰労金支給の件

本案は原案のとおり承認可決されました。



２０２４年６月吉日

会員各位

東山口信用金庫

理事長 兼 森 哲 司

お 知 ら せ

２０２４年６月１９日開催の第３４期通常総代会並びに同日開催

の理事会におきまして、下記の通り理事が選任され就任いたしまし

たのでご通知申し上げます。

記

１．理 事

理 事 長（代表理事） 兼 森 哲 司（昇任）

常務理事（代表理事） 三 田 浩 士（昇任）

常勤理事 清 水 健 治 (重任)

常勤理事 内 藤 利 彦 (重任)

常勤理事 長 弘 誠 二 (新任)

非常勤理事相談役 松 原 正 雄（重任）

非常勤理事 吉 弘 功（重任）

非常勤理事 矢 敷 健 治（新任）

以 上
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